ふれあい収集 (しゅうしゅう)を申 (もう)し込 (こ)まれる方 (かた)へ
[image: ]　ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)を申 (もう)し込 (こ)む前 (まえ)に、この案内 (あんない)をよくお読 (よ)みいただき、内容 (ないよう)を理解 (りかい)した上 (うえ)でお申込 (もうしこ)みください。

1．ふれあい収集 (しゅうしゅう)とは
　在宅 (ざいたく)生活 (せいかつ)を送 (おく)る高齢者 (こうれいしゃ)等 (とう)や障 (しょう)がい者 (しゃ)のうち、
ごみ集積所 (しゅうせきじょ)までごみを排出 (はいしゅつ)することが継続的 (けいぞくてき)に
困難 (こんなん)な方 (かた)を対象 (たいしょう)に、職員 (しょくいん)が戸別 (こべつ)に訪問 (ほうもん)し、ごみを収集 (しゅうしゅう)する制度 (せいど)です。

2.ふれあい収集 (しゅうしゅう)の対象 (たいしょう)となる方 (かた)
以下 (いか)のすべての条件 (じょうけん)に当 (あ)てはまる方 (かた)が、ご利 (り)用 (よう)いただけます。
✅ 鈴鹿 (すずか)市内 (しない)に住所 (じゅうしょ)のある方 (かた)（釆女 (うねめ)が丘町 (おかちょう)を除 (のぞ)く）
・共同 (きょうどう)住宅 (じゅうたく)など、お住 (す)まいの敷地内 (しきちない)にごみ集積所 (しゅうせきじょ)がある場合 (ばあい)は、対象外 (たいしょうがい)です。
・社会 (しゃかい)福祉 (ふくし)施設 (しせつ)（老人 (ろうじん)福祉法 (ふくしほう)の有料 (ゆうりょう)ホーム (ほーむ)に該当 (がいとう)するサービス付 (さーびすつ)き高 (こう)齢 (れい)者 (しゃ)向 (む)け住 (じゅう)宅 (たく)を含 (ふく)む）や医療 (いりょう)機関 (きかん)などに入所 (にゅうしょ)・入院 (にゅういん)している方 (かた)は対象外 (たいしょうがい)です。
✅ 未成年者 (みせいねんしゃ)を除 (のぞ)く、高齢者 (こうれいしゃ)等 (とう)（※1）または障 (しょう)がい者 (しゃ)（※2）に該当 (がいとう)する方 (かた)のみでお住 (す)まいの方 (かた)
✅ 本人 (ほんにん)、家族 (かぞく)、同居 (どうきょ)世帯員 (せたいいん)などにより、家庭 (かてい)ごみをごみ集積所 (しゅうせきじょ)に排出 (はいしゅつ)することができない方 (かた)

これらの条件 (じょうけん)に当 (あ)てはまり、職員 (しょくいん)による現地 (げんち)調査 (ちょうさ)の結果 (けっか)ふれあい収集 (しゅうしゅう)の利用 (りよう)が可能 (かのう)と判断 (はんだん)された方 (かた)が、対象 (たいしょう)となります。

👨‍👩‍👧 （※１）高齢者 (こうれいしゃ)等 (とう)に該当 (がいとう)する方 (かた)
要介護度 (ようかいごど)が３・４・５のいずれかに該当 (がいとう)する方 (かた)（６５歳未満 (みまん)の方 (かた)も対象 (たいしょう)となります）






♿ （※２）障 (しょう)がい者 (しゃ)に該当 (がいとう)する方 (かた)
   以下 (いか)のいずれかに該当 (がいとう)する方 (かた)
	手帳 (てちょう)の種類 (しゅるい)
	対象 (たいしょう)となる程度 (ていど)

	身体 (しんたい)障害者 (しょうがいしゃ)手帳 (てちょう)
	障 (しょう)がいの程度 (ていど)が １級 (きゅう)または２級 (きゅう)

	療育 (りょういく)手帳 (てちょう)
	障 (しょう)がいの程度 (ていど)が Ａ１またはＡ２

	精神 (せいしん)障害者 (しょうがいしゃ)保健 (ほけん)福祉 (ふくし)手帳 (てちょう)
	障 (しょう)がいの程度 (ていど)が １級 (きゅう)または２級 (きゅう)







3.対象 (たいしょう)となるごみについて
ふれあい収集 (しゅうしゅう)では、以下 (いか)の６種類 (しゅるい)のごみを週 (しゅう)１回 (かい)、決 (き)められた曜日 (ようび)（土曜日 (どようび)、日曜日 (にちようび)、１２月 (がつ)２９日 (にち)から翌年 (よくとし)１月 (がつ)３日 (か)までの日 (ひ)を除 (のぞ)く）にまとめて収集 (しゅうしゅう)します。
📦 収集 (しゅうしゅう)するごみの種類 (しゅるい)
	ごみの種類 (しゅるい)
	具体例 (ぐたいれい)

	もやせるごみ
	緑色 (みどりいろ)の市 (し)認定 (にんてい)ごみ袋 (ぶくろ)に、紙類 (かみるい)、布類 (ぬのるい)、木 (もく)製品類 (せいひんるい)、生 (なま)ごみなどを入 (い)れてください。

	プラスチック (ぷらすちっく)ごみ
	ピンク (ぴんく)色 (いろ)の市 (し)認定 (にんてい)ごみ袋 (ぶくろ)に、卵 (たまご)パック (ぱっく)、緩衝材 (かんしょうざい)などのプラスチック製 (ぷらすちっくせい)容器 (ようき)包装 (ほうそう)を入 (い)れてください。

	もやせないごみ
	透明 (とうめい)の市 (し)認定 (にんてい)ごみ袋 (ぶくろ)に、金属 (きんぞく)、機械 (きかい)、ゴム (ごむ)、プラスチック (ぷらすちっく)製品 (せいひん)などを入 (い)れてください。

	有害 (ゆうがい)ごみ
	無色 (むしょく)透明 (とうめい)の袋 (ふくろ)または黄色 (きいろ)の「有害 (ゆうがい)ごみ専用 (せんよう)収集 (しゅうしゅう)袋 (ぶくろ)」に、乾電池 (かんでんち)、蛍光管 (けいこうかん)、鏡 (かがみ)、水銀 (すいぎん)体温計 (たいおんけい)を入 (い)れてください。

	資源 (しげん)A
	新聞紙 (しんぶんし)、雑誌 (ざっし)、紙 (かみ)パック (ぱっく)などを、それぞれ分 (わ)けて、十字 (じゅうじ)に縛 (しば)ってください。

	資源 (しげん)B
	あきかん、あきびん、ペットボトル、衣類 (いるい)を、それぞれ分 (わ)けて、無色 (むしょく)透明 (とうめい)の袋 (ふくろ)に入 (い)れてください。


　※市 (し)が配布 (はいふ)している「家庭 (かてい)ごみの分 (わ)け方 (かた)・出 (だ)し方 (かた)」に従 (したが)って、それぞれのごみを分 (わ)けて出 (だ)してください。
※粗大 (そだい)ごみは、ふれあい収集 (しゅうしゅう)の対象外です。「粗大 (そだい)ごみ受付 (うけつけ)センター (せんたー)」に、戸別 (こべつ)収集 (しゅうしゅう)（有料 (ゆうりょう)）をお申 (もうし)込 (こ)みください。

✓ 出 (だ)し方 (かた)のル (る)ー (ー)ル (る)
　・きちんと分別 (ぶんべつ)してから、市 (し)認定 (にんてい)のごみ袋 (ぶくろ)にそれぞれ入 (い)れてください。

　・申込 (もうしこ)み時 (じ)に決 (き)めた、ごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)に出 (だ)してください。

・指定 (してい)された曜日 (ようび)の朝 (あさ)９時 (じ)までに出 (だ)してください。

※収集 (しゅうしゅう)する指定 (してい)の曜日 (ようび)は、「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)実施 (じっし)承認 (しょうにん)通知書 (つうちしょ)」にてお知 (し)らせします。
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まとめて
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4.申 (もうし)込 (こ)み方 (ほう)法 (ほう)
① 事前 (じぜん)に書類 (しょるい)をお読 (よ)みください。
申 (もうし)込 (こ)む前 (まえ)に、以下 (いか)の２つの書類 (しょるい)を必 (かなら)ずお読 (よ)みください。
・「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)（ごみ収集 (しゅうしゅう)福祉 (ふくし)サービス (さーびす)）事業 (じぎょう)実施 (じっし)要綱 (ようこう)」

・「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)ごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)設置 (せっち)基準 (きじゅん)」

以下 (いか)二次元 (にじげん)コード (こーど)から要 (よう)綱 (こう)及 (およ)び設 (せっ)置 (ち)基 (き)準 (じゅん)をダウンロード (だうんろーど)できます。
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② 申込書 (もうしこみしょ)を記入 (きにゅう)してください。
内容 (ないよう)を確認 (かくにん)・理解 (りかい)した上 (うえ)で、「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)申込書 (もうしこみしょ)（第 (だい)1号 (ごう)様 (よう)式 (しき)）」を記入 (きにゅう)してください。

[bookmark: _Hlk217315422]✍️ 記入 (きにゅう)時 (じ)の注意点 (ちゅういてん)
・申込者 (もうしこみしゃ)と申込者 (もうしこみしゃ)補助者 (ほじょしゃ)は自筆 (じひつ)で記入 (きにゅう)してください。
・その他 (た)の欄 (らん)は、印字 (いんじ)（パソコン (ぱそこん)・タイプライター (たいぷらいたー)入力 (にゅうりょく)）や代筆 (だいひつ)でも構 (かま)いません。
※どうしても自筆 (じひつ)が難 (むずか)しい場合は、申込者 (もうしこみしゃ)補助者 (ほじょしゃ)が、申込者 (もうしこみしゃ)の了承 (りょうしょう)を得 (え)てから代筆 (だいひつ)してください。



③ ごみの排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)を決 (き)めてください。
「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)ごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)設置 (せっち)基準 (きじゅん) 第 (だい)２項 (こう)（ごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)の条件 (じょうけん)）」に従 (したが)って、ごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)を決 (き)めてください。

・安全 (あんぜん)かつ効率的 (こうりつてき)にごみの収集 (しゅうしゅう)作業 (さぎょう)ができる道路沿 (どうろぞ)いの場所 (ばしょ)に設置 (せっち)してください。
　※ガードレール (がーどれーる)や電柱 (でんちゅう)、段差 (だんさ)などの障害物 (しょうがいぶつ)がないこと。

・幹線 (かんせん)道路 (どうろ)などの交通量 (こうつうりょう)が多 (おお)い道路沿 (どうろぞ)いや袋状 (ふくろじょう)の道路 (どうろ)に面 (めん)している場合 (ばあい)、信号機 (しんごうき)のある交差点 (こうさてん)付近 (ふきん)などに設置 (せっち)したい場合 (ばあい)は、廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)と協議 (きょうぎ)が必要 (ひつよう)です。

・共同 (きょうどう)住宅 (じゅうたく)の場合 (ばあい)は、安全 (あんぜん)のため駐車場 (ちゅうしゃじょう)付近 (ふきん)は避 (さ)け、共同 (きょうどう)住宅 (じゅうたく)の敷地内 (しきちない)の道路沿 (どうろぞ)いに設置 (せっち)してください。
事情 (じじょう)により道路沿 (どうろぞ)いに設置 (せっち)できない場合 (ばあい)は、部屋 (へや)の前 (まえ)などの共有 (きょうゆう)スペース (すぺーす)に場所 (ばしょ)を確保 (かくほ)してください。ただし、ほかの方 (かた)の迷惑 (めいわく)とならないよう十分 (じゅうぶん)配慮 (はいりょ)してください。

・他人 (たにん)または他人 (たにん)と共有 (きょうゆう)の敷地内 (しきちない)に設置 (せっち)する場合 (ばあい)は、事前 (じぜん)に所有者 (しょゆうしゃ)または管理者 (かんりしゃ)と協議 (きょうぎ)の上 (うえ)、承諾書 (しょうだくしょ)をもらってください。

[bookmark: _Hlk226045213]※散乱 (さんらん)したごみは収集 (しゅうしゅう)できません。ごみの散乱 (さんらん)を防ぐ (ふせぐ)ため、原則 (げんそく)ポリバケツ (ぽりばけつ)などの蓋付 (ふたつ)き容器 (ようき)またはネット (ねっと)をご準 (じゅん)備 (び)ください。
購入 (こうにゅう)及 (およ)び維持 (いじ)管理 (かんり)は、利用者 (りようしゃ)自身 (じしん)の負担 (ふたん)と責任 (せきにん)において、適切 (てきせつ)に行 (おこな)ってください。
ご準備 (じゅんび)できない場合 (ばあい)は、廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)へ事前 (じぜん)に相談 (そうだん)してください。
④ 必要 (ひつよう)な書類 (しょるい)をそろえて提出 (ていしゅつ)してください。
以下 (いか)の書類 (しょるい)をすべてそろえてください。

📋 提出 (ていしゅつ)書類 (しょるい)
☐ 鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)申込書 (もうしこみしょ)（第 (だい)1号 (ごう)様式 (ようしき)）
☐ ごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)や周辺 (しゅうへん)道路 (どうろ)が分 (わ)かる見取 (みと)り図 (ず)
☐ 共同 (きょうどう)住宅 (じゅうたく)などの場合 (ばあい)：敷地内 (しきちない)すべての配置図 (はいちず)（建物 (たてもの)の位置 (いち)が分 (わ)
かる）
☐ 他人 (にん)や他人 (たにん)と共有 (きょうゆう)の敷地 (しきち)にごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)を設 (もう)ける場合 (ばあい)：所有者 (しょゆうしゃ)
または管理者 (かんりしゃ)の承諾書 (しょうだくしょ)

📮 提出 (ていしゅつ)方法 (ほうほう)・提出先 (ていしゅつさき)
以下 (いか)の方法 (ほうほう)で提出 (ていしゅつ)してください。
	提出 (ていしゅつ)方法 (ほうほう)
	提出先 (ていしゅつさき)

	🏢 直 (ちょく)接 (せつ)持 (も)ち込 (こ)み
	鈴鹿市 (すずかし)役所 (やくしょ)本館 (ほんかん)４階 (かい)４１番 (ばん) 廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)へ
（平日 (へいじつ)　午前 (ごぜん)８時 (じ)３０分 (ぷん)～午後 (ごご)５時 (じ)00分 (ふん)）
※受 (うけ)付 (つけ)に１０分 (ぷん)程 (てい)度 (ど)かかります。


※直接 (ちょくせつ)持 (も)ち込 (こ)むことができない場合 (ばあい)は、廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)まで事前 (じぜん)にご相 (そう)談 (だん)ください。

👥 代理人 (だいりにん)による提出 (ていしゅつ)が可能 (かのう)
・ご家族 (かぞく)（別 (べつ)世帯 (せたい)）やケアマネ (けあまね)などの代理人 (だいりにん)が提出 (ていしゅつ)することもできます。
・ただし、申込書 (もうしこみしょ)の申込者欄 (もうしこみしゃらん)と申込者 (もうしこみしゃ)補助者欄 (ほじょしゃらん)は本人 (ほんにん)の自筆 (じひつ)が必要 (ひつよう)です。
5.申 (もうし)込 (こ)みの流 (なが)れ1 申込 (もうしこ)み












・ごみ出 (だ)し状況 (じょうきょう)についてお伺 (うかが)いします。
・ごみの排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)を決 (き)めます。どこにするか、「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)ごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)設置 (せっち)基準 (きじゅん)」をお読 (よ)みの上 (うえ)、あらかじめお考 (かんが)えください。
・他人 (たにん)または他人 (たにん)と共有 (きょうゆう)の敷地内 (しきちない)の場合 (ばあい)は、事前 (じぜん)に所有者 (しょゆうしゃ)または管理者 (かんりしゃ)と協議 (きょうぎ)し、承諾書 (しょうだくしょ)をもらってください。







2 審査 (しんさ)

長寿 (ちょうじゅ)社会課 (しゃかいか)及 (およ)び障 (しょう)がい福祉課 (ふくしか)にて、申込者 (もうしこみしゃ)がふれあい収集 (しゅうしゅう)の対象者 (たいしょうしゃ)の要件 (ようけん)（鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)（ごみ収集 (しゅうしゅう)福祉 (ふくし)サービス (さーびす)）事業 (じぎょう)実施 (じっし)要綱 (ようこう)第 (だい)４条 (じょう)第 (だい)１項 (こう)第 (だい)１号 (ごう)～３号 (ごう)）に該当 (がいとう)するか審査 (しんさ)します。





3 現地 (げんち)調査 (ちょうさ)


廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)の職員 (しょくいん)が、ごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)や周辺 (しゅうへん)の道路 (どうろ)状況 (じょうきょう)などを確認 (かくにん)します。




4 利用 (りよう)通知 (つうち)


市 (し)から、「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)実施 (じっし)承認 (しょうにん)・不承認 (ふしょうにん)通知書 (つうちしょ)」を送付 (そうふ)します。



5 ふれあい収集 (しゅうしゅう)開始 (かいし)


4月 (がつ)30日 (にち)までに申込 (もうしこ)みされた方 (かた)は7月 (がつ)1日以降 (いこう)の曜日 (ようび)から、それ以降 (いこう)に申込み (もうしこ)された方 (かた)は順次 (じゅんじ)、開始 (かいし)となります。


6.ふれあい収集 (しゅうしゅう)を利用 (りよう)する際 (さい)の注意点 (ちゅういてん)
　ふれあい収集 (しゅうしゅう)を利用 (りよう)される際 (さい)は、以下 (いか)の点 (てん)にご注意 (ちゅうい)ください。

· ごみは「家庭 (かてい)ごみの分 (わ)け方 (かた)・出 (だ)し方 (かた)」のとおり分別 (ぶんべつ)して、それぞれの市 (し)認定 (にんてい)ごみ袋 (ぶくろ)に入 (い)れてください。資源 (しげん)ごみＡはそれぞれ分 (わ)けて十字 (じゅうじ)に縛 (しば)ってください。資源 (しげん)ごみＢもあきかん・あきびん・ペットボトル・衣 (い)類 (るい)に
それぞれ分 (わ)けて、無色 (むしょく)透明 (とうめい)の中身 (なかみ)の見 (み)える袋 (ふくろ)に入 (い)れてください。

· 近隣 (きんりん)の方 (かた)の迷惑 (めいわく)にならないよう悪臭 (あくしゅう)、害虫 (がいちゅう)、害獣 (がいじゅう)への対策 (たいさく)を徹底 (てってい)してください。

· 申込 (もうしこみ)内容 (ないよう)に変更 (へんこう)があった場合 (ばあい)は、廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)に「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)変更 (へんこう)申込書 (もうしこみしょ)」を速 (すみ)やかに提 (てい)出 (しゅつ)してください。

· 社会 (しゃかい)福祉 (ふくし)施設 (しせつ)や病院 (びょういん)に入所 (にゅうしょ)または入院 (にゅういん)する場合 (ばあい)など、ふれあい収集 (しゅうしゅう)が不要 (ふよう)になった際 (さい)は「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)辞退 (じたい)報告書 (ほうこくしょ)」を提出してください。

· ３回 (かい)連続 (れんぞく)でごみの排出 (はいしゅつ)が確認 (かくにん)できないときは、利用 (りよう)確認書 (かくにんしょ)を送付 (そうふ)し、ふれあい収集 (しゅうしゅう)を停止 (ていし)します。引 (ひ)き続 (つづ)き当 (とう)事 (じ)業 (ぎょう)を利 (り)用 (よう)したい場 (ば)合 (あい)は、早急 (さっきゅう)に利用 (りよう)確認書 (かくにんしょ)を記載 (きさい)の上 (うえ)、返送 (へんそう)してください。
なお、期限内 (きげんない)に提出 (ていしゅつ)がなければ、ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)利用 (りよう)の意思 (いし)がないとみなし利用 (りよう)を解除 (かいじょ)する場合 (ばあい)がありますので、必ず (かならず)期限内 (きげんない)に回答 (かいとう)してください。


· 申込 (もうしこみ)内容 (ないよう)に変更 (へんこう)があったのに変更 (へんこう)申込 (もうしこ)みを行 (おこな)わなかった場合 (ばあい)、ごみの分別 (ぶんべつ)が正 (ただ)しくなされていない場合 (ばあい)、ごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)の管理 (かんり)が適切 (てきせつ)になされていない場合 (ばあい)など、ルールを守 (まも)らなかったり、必要 (ひつよう)な手続 (てつづ)きを怠 (おこた)ったりしたときは、ふれあい収集 (しゅうしゅう)の利用 (りよう)を解除 (かいじょ)することがあります。
※「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)実施 (じっし)承認 (しょうにん)通知書 (つうちしょ)」と一緒 (いっしょ)に「ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)利用 (りよう)の手引 (てび)き」を送付 (そうふ)しますので、必 (かなら)ずよくお読 (よ)みいただき、ルール (るーる)を守 (まも)ってご利用 (りよう)ください。

❖問 (と)い合 (あ)わせ先 (さき)❖
	ごみの収集 (しゅうしゅう)・申込 (もうしこ)みに
関 (かん)すること
	廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)
📞TEL：059-382-7609　 　
📠FAX：059-382-2214

	対象者 (たいしょうしゃ)に関 (かん)すること
	高齢者 (こうれいしゃ)等 (とう)の方 (かた)… (・・・)長寿 (ちょうじゅ)社会課 (しゃかいか)
📞TEL：059-382-9886　　 
📠FAX：059-382-7607

	
	障 (しょう)がい者 (しゃ)の方 (かた)… (・・・)障 (しょう)がい福祉課 (ふくしか)
📞TEL：059-382-7626　　 
📠FAX：059-382-7607


※個人 (こじん)情報 (じょうほう)に関 (かん)することなど、内容 (ないよう)によっては、本人 (ほんにん)やご家族 (かぞく)以外 (いがい)の方 (かた)にはお答 (こえ)えできない場合 (ばあい)があります。
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